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本人のマイナンバー(個人番号)確認  本人の身元確認 
次のうち、いずれか１点 
①マイナンバーカード(個人番号カード) 

②通知カード 
③個人番号が記載された住民票の写し 

 や住民票記載事項証明書 
※個人番号(マイナンバー)のメモ書きは 

 不可。上記以外のものでは｢個人番号 

 を収集しなかった申告｣とします 

次のうち、いずれか１点 
①マイナンバーカード(個人番号カード) 

②写真入り 
 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、その他写真入り

の証明書類 
③写真なし 
 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、氏名・生年月

日または住所が記載された官公署(勤務先など)発行書類 

申告する方(頼む方)にかかる書類 来場する方(頼まれる方=代理人)にかかる書類 
本人のマイナンバー 

(個人番号)確認 
本人の身元確認 来場する方(頼まれる方=代理人)の身元確認 代理権の確認 

上記の｢本人のマイ

ナンバー(個人番号)

確認｣書類のうち、

いずれか１点(写し

で可) 
  
  

  
  
  

  

上記の｢本人の身

元確認｣書類のう

ち、いずれか１点

(写しで可) 

  
  
  

  
  
  

  

次のいずれか 
①写真入り １点 
 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身

体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

帳、療育手帳、在留カード、特別永住者

証明書、住民基本台帳カード、その他写

真入りの証明書類 
②写真なし ２点 
 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証

書、特別児童扶養手当証書、氏名・生年

月日または住所が記載された官公署(勤務

先など)発行書類 
※通知カードは、身元確認書類にはなりま

せん 

次のうち、いずれか１点 
①法定代理人(親権者、成年後見人な 

 ど)の場合 

 戸籍謄本、登記事項証明書など 
②任意代理人の場合 
 委任状 
※①②がない場合 
③本人しか持ちえない書類(マイナン 

 バーカード、通知カード、運転免許 

 証など本人に対し１つに限り発行さ 

 れるような書類)の写しの提出 
※同世帯の親族の方が代理する場合で 

 も、代理権の確認書類をご用意くだ 

 さい 

市・県民税等申告相談における本人確認 

 

 ｢行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)｣の規定により、市・県

民税の申告および所得税の確定申告をする際には、成りすましなどの被害を防止するため、申告する方の本人確

認｢マイナンバー(個人番号)確認と身元確認｣を次の書類により行います。 
 
◆｢申告する方｣本人が来場する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎｢申告する方｣が｢来場する方｣に頼む(代理する)場合は、成りすましなどの被害を防止するため、｢申告する方｣ 

 (頼む方)の本人確認｢マイナンバー(個人番号)確認と身元確認｣に加えて、来場する方(頼まれる方=代理人)の｢身 

 元確認と代理権の確認｣を次の書類により行います。 
 
◆｢申告する方｣が｢来場する方｣に頼む(代理する)場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※確認書類に不備などがあった場合、申告受け付けまでに時間を要したり、｢個人番号を収集しなかった申告｣と 

 することがあります 

※上の表は、市・県民税の申告および所得税の確定申告に対応したものです 
 

問 市税務課 43-8192   44-9411 

令和２年度 市・県民税等申告相談日程表 
 

 混雑緩和のため、地区ごとに相談日と会場を指定しています。日程表を確認の上、混雑予想を参考にし、でき

る限り指定日にお越しください。指定日に都合がつかない場合は、別地区の相談日・会場に来場しても差し支え

ありません。  

◆申告相談時間 

 午前９時～(番号札を取ってお待ちください) 

※午前中に来場した方でも混雑状況によって、午後１ 

 時以降の申告となる場合があります 

※申告相談の順番は、１時間あたり千代川会場では約 

 20番、下妻会場では約30番進みます。待ち時間や 

 入退場の目安にしてください 
 
◆番号札の配布時間・場所 

◇千代川会場 当日の午前８時～午後４時 

       市役所千代川庁舎 １階 ロビー  

◇下妻会場 ・当日の午前７時30分～開場 

       市役所第二庁舎 玄関口  

      ・開場～午後４時  

       市役所第二庁舎 ３階 大会議室前  

※午前分の番号札(青色)配布は、午前11時または番号

札60番(千代川会場)、100番(下妻会場)のいずれか

早い方で午後分の番号札(黄色)に切り替わり、午後４ 

 時で配布を終了します 
 
◆日程 

◆市の申告相談会場でお受けできない内容 

 次の内容は、複雑な確認・計算などを要するた 

 め、市役所でお受けできません。下館税務署([筑 

 西市丙116-16]24-2121)での確定申告をお 

 願いします。 

①青色で確定申告を行う事業主の申告 

②｢日本国外に居住する配偶者・扶養親族｣にかかる 

 控除などの適用を受ける申告 

③｢雑損控除｣(震災、水害、火災、盗難など)および 

 ｢外国税額控除｣(外国所得税の調整)の適用を受け 

 る申告 

④｢住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)｣または 

 ｢住宅関連特別控除の適用を受ける申告 

※借入は単独借入・連帯債務ともお受けできませ 

 ん。２年目以降の方は、勤務先の年末調整または 

 下館税務署での確定申告をご利用ください 

⑤配当所得のうち｢特定口座年間取引報告書｣による 

 申告 

※総合・分離課税ともにお受けできません 

⑥仮想通貨の取引にかかる所得の申告 

※計算誤り防止のため、下館税務署での確定申告を 

 ご案内しています 

⑦分離課税(株式・不動産などの譲渡所得、先物取 

 引にかかる雑所得、上場株式等の配当所得など) 

 の申告 

⑧平成30年分以前の所得税の確定申告、更正の請 

 求 

⑨消費税・贈与税・相続税の申告および令和２年１ 

 月１日以前に亡くなった方の所得税の準確定申告 

⑩国税庁｢確定申告書等作成コーナー(e-Tax)｣を利 

 用したい方 

※市の申告会場には、インターネット接続環境があ 

 りません 

⑪確定申告書の控えに｢税務署収受｣の受付印を必要 

 とする方 

※市役所では、確定申告書の控えに収受印を押印す 

 ることができません。直接、下館税務署での確定 

 申告をお願いします 
 
◎収支内訳書および医療費控除の明細書は、税務署 

 や市役所から送られません。必要な方は、国税庁 

 ホームページからダウンロードまたは市役所税務 

 課(本庁舎１階)窓口および市役所ロビー(千代川庁 

 舎１階)でお受け取りください。 

◎電話、FAX、電子メールなどによる申告は、本 

 人確認ができないためお受けできません。申告す 

 る際は、日程表を確認の上、申告会場へお越しく 

 ださい。 問 市税務課 43-8192   44-9411 

申告相談日 混雑予想 対象地区 申告会場 
2月12日(水) やや混雑 蚕飼 

千代川会場 

(千代川庁舎 1階 

ロビー) 
※税務課窓口で 

 の申告相談は 

 行いません 

13日(木) やや混雑 
宗道 

14日(金) ― 
17日(月) やや混雑 

大形 
18日(火) ― 

19日(水) 混雑 
豊加美 

総上 

20日(木) ― 
豊加美 

総上 

千代川全域 

21日(金) やや混雑 
豊加美 

総上 

下妻会場 

(第二庁舎 ３階  

大会議室) 
※税務課窓口で 

 の申告相談は 

 行いません 

25日(火) やや混雑 
騰波ノ江 

26日(水) ― 

27日(木) やや混雑 
大宝 

28日(金) ― 

3月1日(日) やや混雑 
休日相談日 

(市内全域) 
  2日(月) やや混雑 

高道祖 
 3日(火) ― 
4日(水) 混雑 

上妻 
5日(木) ― 
6日(金) やや混雑 

下妻 9日(月) 混雑 
 10日(火) ― 

11日(水) 混雑 

市内全域 
12日(木) ― 
13日(金) やや混雑 
16日(月) 混雑 



自動車税の納税は口座振替で 
 

口座振替を利用すると預貯金口座から自動的に納税

ができ、大変便利です。 

口座のある金融機関の窓口へ通帳と届出印をご持参

の上、申し込み手続きをお願いします。申し込みは納

税義務者ごと(納税通知書に記載されている方ごと)に

なります。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 総務課  

       24-9184   25-0650  

第三者行為でけがをしたときは 

届け出が必要です 
 

国民健康保険や後期高齢者医療制度にご加入の方

が、交通事故など第三者から受けたけがについて、保

険証を使用して治療を受ける場合は届け出が必要で 

す。市役所保険年金課へご連絡ください。 
 
◆第三者行為とは 

◇相手がいる交通事故 

◇傷害事件に巻き込まれた 

◇他人の犬に噛まれたなど 
 
◆このような場合にも届け出が必要です 

◇同乗中の自損事故 

◇自身の過失が大きい事故 

◇相手が不明な事故 
 
◆保険証が使えないとき 

◇通勤中や業務上の負傷(労災保険の対象となります) 

◇飲酒運転や無免許運転 

◇けんかや泥酔による負傷 

◇相手と示談してしまった場合 
 

問 <医療福祉係> 

   市保険年金課 医療福祉係 43-8326 

   <保険年金係>    

   市保険年金課 保険年金係 45-8124 

    43-2933 

市コミュニティバス｢シモンちゃんバス｣  

｢高齢者運賃割引証｣を 

電話受け付けで発行しています  
  

｢高齢者運賃割引証｣は電話受け付けにより発行し、

後日郵送しています。市役所企画課窓口(本庁舎２階)

でも発行しています。運転免許証自主返納者または即

日発行を希望の場合、運転免許返納者は｢運転経歴証

明書｣などの運転免許証を返納したことが分かるも

の、高齢者は｢健康保険証(被保険者証)｣などの年齢が

分かるものをご持参ください。 
 
【シモンちゃんバス】 

◆運賃 一律200円 

※障害者、小中高生、高齢者は割引料金の適用により 

 100円で利用できます  

◎割引料金の適用を受けるためには、障害者の場合は

｢身体障害者手帳｣などを、中高生は学生証を、高齢者

(65歳以上)や運転免許証自主返納者の場合は｢高齢者運

賃割引証｣をそれぞれ運転手に提示する必要がありま 

 す。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市企画課 43-2113   43-1960 

下館税務署 

いつでもどこでもスマホで確定申告 
 

令和２年１月から、２カ所以上の給与所得がある

方、年末調整が済んでいない方、年金収入や副業など

の雑所得がある方など、｢スマホ専用画面｣を利用でき

る方の範囲が広がります。 

スマホ専用画面は、スマホやタブレットでも画面が

見やすく操作しやすくなっていて、簡単で大変便利で

す。令和元年分の確定申告は、ぜひスマホで行ってく

ださい。 
 

問 下館税務署  

    24-2121   44-9411(市税務課) 

農林業センサスにご協力を 
 
2020年農林業センサス(統計調査)を、２月１日を

調査期日として実施します。 

この調査は、わが国の農林業の生産構造や就業構造

の実態を明らかにすることを目的に、５年ごとに全国

一斉に行う重要な調査です。 

農業を営む皆さまへ統計調査員が訪問しますので、

調査にご協力をお願いします。調査票に記入された内

容は厳重に管理され、統計作成の目的以外に使用する

ことはありません。正確な記入をお願いします。 

※調査票は、インターネットを利用したオンライン回 

 答も可能です 

※調査員が訪問する場合は、必ず｢調査員証｣を身に着 

 けています 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

水道加入分担金を一部減免しています 
 

水道加入促進のために、加入分担金を一部減免して

います。この機会にぜひ安心安全な水道に加入をお願

いします。 

 

◆対象者 ◇新規加入申込者  

     ◇口径変更(増径)申込者 

◆加入分担金  

加入分担金とは、新たに水道に加入する方が支払う 

負担金のことです。この加入分担金は、水道施設を 

整備する費用の一部になります。 

※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新築な

どで、給水管の口径を大きくすることを言います。

納付済みの加入分担金との差額が発生します 

※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の指

定工事業者に工事を依頼してください 

◎水道水は、皆さまが安心して使えるよう水道法によ

る水質基準に基づき専門の検査機関で厳しい検査を

行っています。 

 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

13㎜ 120,000円 115,000円 
20㎜ 180,000円 170,000円 
25㎜ 280,000円 270,000円 
30㎜ 380,000円 370,000円 
40㎜ 630,000円 620,000円 
50㎜ 950,000円 940,000円 
75㎜ 2,050,000円 2,040,000円 

100㎜ 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   
口径変更差額よ

り5,000円減免 

｢ひとり親家庭ふれあい生活支援講座｣ 

開催 
 
｢下妻市母子寡婦福祉会｣の活動の一環として、ひと

り親家庭の親子を対象に、研修セミナー事業を行いま

す。健康づくりを学びながら、お友達作り、情報交換

の場としてぜひご参加ください。 
 
◆日時 ２月８日(土)午後１時～３時 

 (受付 午後12時30分～) 

◆場所 リフレこかい[大園木251-１] 

◆対象 市内在住のひとり親家庭(親子参加歓迎) 

◆研修内容 足ツボによるセルフケア～内臓を元気に 

      してきれいになろう！～ 

◆講師 整体師 大和田 陽子 先生 

◆服装 動きやすいズボンや靴下でご来場ください 

◆参加費 無料  

◆募集人数 20人程度 

◆申込締切 １月24日(金)まで 

◆申込先 ①氏名②生年月日③住所④電話番号を準備 

     の上、電話でお申し込みください。 
 

問 申 市子育て支援課 

     45-8120   30-0011 

｢ひとり親家庭等のための 

暮らしとお金、養育費セミナー｣開催 
 

ひとり親家庭等支援セミナーおよび専門家による個

別相談会を開催します 
 
◆日時 令和２年２月22日(土) 

◇午前10時～正午  

 FP・司法書士によるセミナー 

◇午後1時～午後３時 

 FP・司法書士・キャリアコンサルタントによる個別 

 相談会 

◆場所 いばらき就職支援センター ３階 会議室 

    [水戸市三の丸１-７-41] 

※県三の丸庁舎駐車場をご利用の場合は無料駐車券を 

 お渡しします 

◆定員  

◇セミナー 30人 

◇個別相談会 講師１人につき約４人(申込者多数の場 

       合、抽選) 

※託児付き(要予約・２歳以上) 

◆持ち物 筆記用具 ※個別相談を受ける方は昼食 

◆参加費 無料 

◆申込締切 ２月５日(水)まで 
 

問 申 社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会 

     029-233-2355 

      30-0011(市子育て支援課) 

排水路改修工事にご協力を 
 

今泉地内において道路横断暗渠改修工事を実施しま

す。工事期間中は、全面通行止めなどの交通規制を行

います。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 1月中旬～2月下旬 
 
◆工事内容 道路横断暗渠改修工事 
 
◆工事箇所 次の図のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

問 市農政課 44-0728   43-3239 

工事箇所 

大
貝
下
川
原
線 

国道125号 
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交通事故の損害賠償や示談の進め方などでお困りの

ことがありましたら、お気軽にご相談ください。 

相談は無料です。弁護士相談(事前予約制)も行ってい

ます。 
 
◇中央交通事故相談所 

 水戸合同庁舎内[水戸市柵町1-3-1]  

029-233-5621 

◇鹿行地方交通事故相談所 ※火曜は閉庁 

 鉾田合同庁舎内[鉾田市鉾田1367-3]  

0291-33-6222 

◇県南地方交通事故相談所 ※火曜は閉庁 

 土浦合同庁舎内[土浦市真鍋5-17-26]   

029-823-1123 

◇県西地方交通事故相談所 ※木曜は閉庁 

筑西合同庁舎内[筑西市二木成615]   

0296-24-9112 

◆相談時間 

平日 午前９時～正午、午後１時～４時45分 

※土・日曜日、祝日、年末年始除く 
 

問 申 県生活文化課 安全なまちづくり推進室 

029-301-2842 

 029-301-2848 

『どこでも市長室』申込団体募集 

～市長と意見交換しませんか～ 
 

 ｢どこでも市長室｣は、地域で活躍している団体 

などの皆さまと市長が、身近な課題について話し

合い、市民が主役のまちづくりや市政に係る情報 

共有を深める取り組みです。 

 ｢こんなまちになったらいいな｣｢こんなことを 

やってみたら｣など、皆さまの意見・提案をもと 

に、市長と意見交換しませんか。 
 

◆対象となる団体 

市内在住・在勤などの10人以上で構成される市 

民団体・自治区など 

 

◆開催日時 

実施日は、申込団体と協議の上、決定します。

実施時間は、午前９時～午後８時とし、おおむ

ね60分程度の意見交換を予定します。 

※議会開会中および年末年始の期間を除きます 

 

◆申込方法 

①市長と話し合いたい具体的なテーマ(市の所管す

る子育て・社会福祉・教育・環境・都市基盤な 

 ど)と会場・開催候補日を決める。 

②市役所市民協働課に連絡し、開催日程の調整を 

 行う。 

③開催日の１カ月前までに市役所市民協働課(本庁

舎２階)に｢下妻市どこでも市長室実施申込書｣を 

 提出する。 

 

◆留意事項 

◇特定の政党や宗教を支持する団体、営利を目的 

 とする団体などは、利用できません。 

◇飲食を伴う会合・懇親会などを行う場合は対象 

 外になります。 

◇会場の確保・設営や当日の司会進行などは申込 

 団体が行ってください。 

◇｢下妻市どこでも市長室実施申込書｣は、市役所 

 市民協働課(本庁舎２階)備え付けの様式、また

は市ホームページからダウンロードした様式を 

 ご利用ください。 
 

問 申 市民協働課  

     43-2114   43-1960 

いばらき看護職合同進学就職説明会 
 

 県内の医療機関、看護学校が集まる合同進学就職説

明会を開催します。 

 高校生や看護職に関心のある方、看護学生や就職を

希望されるすべての看護職の方、どうぞお気軽にご参

加ください。 

 

◆実施日時  

 ３月７日(土)午後12時30分～３時30分 

◆会場 

つくば国際会議場[つくば市竹園2丁目20-3] 

◆実施内容 

◇第1部 午前11時～正午(受講対象者は看護学生) 

     看護師国家試験対策講座 

◇第2部 午後12時30分～３時30分 

     合同進学就職説明会 

◆参加方法 

◇第１部 事前申し込みが必要です。 

◇第２部 事前申し込み不要。参加費無料。入退場自 

         由。 

※参加施設は、決定次第協会ホームページでお知らせ 

 します 

 

問 申 公益財団法人 茨城県看護協会  

     029-221-7021    

      029-226-0493 

      http://www.ina.or.jp/ 

真壁医師会下妻支部主催  

｢市民フォーラム｣開催 

 

メインテーマは｢高齢者と運転｣。多発する高齢者運転

事故の原因と予防について考える市民フォーラムを開催

します。この機会を逃さずぜひ、ご来場ください。 

 

◆日時 令和２年２月２日(日)午後1時30分～ 

◆場所 千代川公民館[鬼怒230] 

◆内容 ◇講演 ｢高齢者と運転｣ 

    ◇講師 獨協医大 精神神経医学 主任教授 

        下田 和孝 先生 

※予約不要、どなたでも参加できます 

◎しもつま元気ポイント対象事業、講演会参加で10ポイ

ント、血管年齢など計測コーナー参加でさらに10ポイ

ント差し上げます 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

献血にご協力を 
 

献血は最も身近なボランティア。あなたのわずかな

時間で救える命があります。 

 

◆日時 2月19日(水)午前10時～午後1時 

◆場所 市役所千代川庁舎 1階 ロビー 
 
※400ml献血を優先します 

※献血カードをお持ちの方は献血可能日をお確かめく 

 ださい 

 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

成人男性の風しん抗体検査・定期予防接種 
～期間限定の制度です。対象年齢の方はぜひお受

けください～ 
 

 これまでに予防接種法に基づく定期接種を受ける機 

会がなく、抗体保有率が他の年代に比べて低い男性に 

抗体検査を実施しています。また、抗体検査の結果、 

十分な抗体が無い方のみ、風しん予防接種を実施しま 

す。 
 
◆対象者 

◇接種日に市内に住民登録がある方 

◇昭和37年4月2日～昭和54年4月1日に生まれた男 

 性 

※昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性 

 には無料クーポン券を送付してあります 

※昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性 

 で希望される方は、無料クーポン券を送付します。 

 市保健センターへご連絡ください 

◆内容 風しん抗体検査および予防接種 

◆費用 無料 

◆実施場所 

◇抗体検査 全国の協力医療機関、健診機関 

◇予防接種 全国の協力医療機関 

※市内協力医療機関は通知に掲載してあります。他 

 市、他県の医療機関などで希望する場合は直接医療 

 機関などへお問い合わせください 

◆持参するもの 

◇風しん抗体検査および予防接種クーポン券 

◇本人確認書類(運転免許証、健康保険証など現住所を

確認できるもの) 

◇(予防接種の際は)抗体検査の結果 
 
◎抗体検査の結果、予防接種後に医療機関から渡され 

 た本人控用の結果票は、接種済証として大切に保管 

 してください。 
 

問 市保健センター   

    43-1990   44-9744  

口腔がん検診実施(予約制) 
 

口の中にも、がんができることをご存知ですか。 

昨年、芸能人の方が、自ら舌がんを公表し、舌がんを

はじめ口腔がんについて、メディアにも取り上げられま

した。口の中のしこり、口内炎など気になる症状がある

方、喫煙している方は、ぜひご受診ください。 
 

◆日時 2月9日(日) 

◆受付時間 ①午前8時40分～9時 

 ②午前9時55分～10時15分 

※受付時間の①、②のどちらかをお選びください 

◆会場 市保健センター[本城町3-36-1] 

◆内容 ◇講演 口腔がんについて 

  筑波大学附属病院  歯科口腔外科 

  山縣 憲司 先生 

    ◇検診 歯科医師による視触診 

◆対象者 40歳以上の市民 

※平成31年2月17日に実施した口腔がん検診を受診した 

 者は除く 

◆自己負担金 500円(当日徴収) 

◆定員 40人 

◆申込期限 1月24日(金)まで ※定員になり次第締切 
 

問 申 市保健センター  

     43-1990   44-9744 



入札参加資格審査申請の受け付け実施 
 

市の建設工事、建設コンサルタントなどおよび物品製造などにかかる令和２年度の入札参加資格審査申請の追

加受け付けを次により実施します。 

◆提出書類 

【建設工事】 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③経営事項審査結果通知書の写し 

④建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の写し 

⑤営業所一覧表 

⑥工事経歴書(直前２年間の工事実績) 

⑦技術者経歴書(技術者名簿など)または各種合格証の写し 

⑧営業用機械器具調書 

⑨委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑩登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑪主要取引金融機関名届出書 

⑫使用印鑑届 

⑬印鑑証明書  

⑭建設業退職金共済事業加入履行証明書  

⑮直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑯直前１年分の財務諸表または決算書 

⑰特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 
 
【建設コンサルタントなど】 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③登録証明書(登録または許可を得ている業務) 

④営業所一覧表 

⑤測量等実績調書(直前２年間の実績) 

⑥技術者経歴書(技術者名簿など)または各種合格証の写し 

⑦委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑧登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑨主要取引金融機関名届出書 

⑩使用印鑑届 

⑪印鑑証明書 

⑫直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑬直前１年分の財務諸表または決算書 

⑭特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 

申請内容 ファイルの色 

建設工事 ブルー 

建設コンサルタントなど ピンク 

物品製造(役務の提供)など イエロー 

【物品製造など】 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③物品納入経歴書(直前２年間の納入実績) 

④特約店・代理店認可証明書(特約店または代理店 

 である場合は証明書の写し) 

⑤委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑥登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑦主要取引金融機関名届出書  

⑧使用印鑑届 

⑨印鑑証明書 

⑩直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑪直前１年分の財務諸表または決算書 

⑫特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者 

 のみ) 

※公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出日 

 以前３カ月以内のものとする 
 
◆受付期間 ２月３日(月)～21日(金) 

      午前９時～正午、午後１時～５時 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆受付場所 市役所本庁舎 ２階 財政課契約検査係 

◆提出方法 A4ファイル左とじ 

 

 

 

 

※郵送可(期限内必着) 

※表紙に｢令和２年度入札参加資格審査申請書｣およ 

 び｢商号｣、背表紙に｢商号｣を記載してください 

※ファイルは留め具が金具でないものを使用してく 

 ださい 

※市ホームページから要項および申請書など様式が 

 ダウンロードできます 
 

問 市財政課 43-2267   43-4214 

 

｢性暴力被害者サポートネットワーク茨城｣は、性暴

力の被害に遭われた方が支援を迅速に受けられるよう

に設けられたネットワークです。 

電話相談の内容に応じて、面接・病院紹介・関係機

関への付き添い支援などを行います。相談は無料、秘

密厳守で女性相談員が対応します。一人で悩まず、ま

ずはご相談ください。 

 

◆専用相談電話 029-350-2001 

※通話料が掛かります 

◆相談時間 平日 午前10時～午後４時 

※土・日曜日、祝日、年末年始除く 

 

問 申 県生活文化課 安全なまちづくり推進室 

029-301-2842 

 029-301-2848 

｢行政書士による無料相談会｣開催 
 
 茨城県行政書士会県西支部では、暮らしと役所の諸

手続きについて、面談により相談に応じます。 
 
◆日時 2月15日(土)午前10時～午後２時 

◆場所 八千代町中央公民館 ２階 研修室 

    [八千代町菅谷1027] 

◆相談内容 相続・遺言、成年後見、離婚、農地転 

      用、建設業許可などの諸問題 

※事前予約は不要です 
 

問 茨城県行政書士会県西支部  

0280-33-3685   0280-33-3686 

地域活動支援センター煌｢出張相談｣開催 
 

心の病について相談したい、対人関係で悩んでい

る、生活リズムを整えたい、部屋の掃除や洗濯がうま

くいかない、福祉サービスについて知りたい、働きた

いけど何から始めたらよいかわからないなど、お気軽

にご相談ください。精神保健福祉士他、専門職員が相

談に応じます。ぜひご利用ください。 
 
◆相談日 ２月６日(木) 

◆相談時間 午前10時～正午(30分程度) 

◇予約時間 ①午前10時 ②午前10時30分 

      ③午前11時 ④午前11時30分 

◆相談場所 市役所第二庁舎 ３階 小会議室 

◆費用 無料 

※予約制です。前日までにご連絡ください 
 

問 申 地域活動支援センター煌(きらめき) 

      0297-30-3071 

       0297-30-3072  

令和元年度(後期) 

｢障害者就職面接会｣開催 
 

障害のある方を対象とした就職面接会を開催しま

す。ハローワーク筑西、下妻、古河、常総管内の事業

所が参加します。多数の参加をお待ちしています。 
 
◆日時 ２月７日(木)午後１時～３時30分 

           (受付 午後12時30分～) 

◆場所 結城市民情報センター(JR水戸線 結城駅) 

    [結城市国府町1-1-1] 
 

問 申 ハローワーク下妻 職業紹介部門 

     43-3737   44-6564 

自動車税減免申請の出張窓口開設 

～心身に障害をお持ちの方へ～ 
 

県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手

帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方の

ために使用する自動車で、障害等級が一定の要件を満

たし、障害者の方もしくは障害者の方と生計を一にす

る方が所有する自動車について、自動車税(種別割・環

境性能割)を減免する制度を設けています。 

減免申請は、管轄の県税事務所において年間を通じ

て受け付けしていますが、次の日程で市に減免申請の

受付窓口を設置します。ご利用ください。 

 

◆受付日時 ２月14日(金)  

 午前10時～正午、午後１時～４時 
 
◆受付場所 市役所第二庁舎 ３階 小会議室 

※新車、中古車新規登録に係る自動車税(環境性能割) 

 の減免は、登録日から30日以内に管轄の水戸または 

 土浦県税事務所自動車税分室でお願いします 
 
◆必要な書類 

①障害者手帳など(コピー不可) 

②運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面) 

③納税義務者の印鑑(認印可) 

④自動車の車検証または納税通知書 

⑤生計を一にすることを示す書類(住民票など) 

⑥納税義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類 

※減免の要件により手続きに必要な書類が異なりま 

 す。詳しくは、お問い合わせください 

 

問 筑西県税事務所 収税第一課  

24-9190   25-0650 

事業主の皆さまへ 

時間単位の年次有給休暇を導入しましょう 
 
 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参

加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じ

て、柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の年次有給

休暇を導入しましょう。 

※年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締

結などにより、年5日の範囲内で時間単位での取得

が可能となります 

 

◎就業規則改定についてのご相談は、最寄りの労働基

準監督署をご利用ください。 

 

問 筑西労働基準監督署 

   22-4564   22-4580 

司法書士による 

｢あなたのいのちを守りたい。暮らしを支える

全国一斉 生活保護110番｣開催 
 
 茨城青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会

では、生活保護に関する電話相談会を開催します。 
 
◆日時 １月26日(日)午前10時～午後４時 

◆電話番号 0120-052-088(フリーダイヤル) 

※相談料は無料です。秘密は厳守します 
 

問 申  茨城青年司法書士協議会 

      0294-73-0575(根本) 

                 0294-73-0789 
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市土砂等による埋立て条例 
 
｢市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条

例｣について、次のとおり運用しています。 
 

◆適用となる埋立て等面積 

 5,000㎡未満の事業全て 

※5,000㎡以上の事業は県へ申請(従来どおり) 

◆搬入する土砂など 

◇茨城県内から発生した土砂などで一時保管場所(ス 

 トックヤード)を経由しないもの 

◇｢土壌の汚染に係る環境基準(29項目)｣に加え水素イ 

 オン濃度(pH値)の基準をクリアしたもの 

◇｢改良土｣の禁止 

◆罰則の強化 

 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

◆この条例から適用除外される事業 

◇他の法令により許可・認可・確認などを受けて行う 

 事業 

◇建築基準法の規定による確認を行う事業について 

 は、自己用住宅に限る 

◇同一敷地内における土砂の移動 

◇家庭菜園の管理、駐車場の修繕など 

◇その他 

◆許可基準 

◇申請者の欠格事項に関する基準 

◇過積載車両、不正改造車両の禁止 

◇その他 

◆施工基準順守義務規定の範囲 

 許可を受ける必要のない事業についても適用 

◆一時堆積の制限 

◇事業区域の土地の形質の変更を伴わないもの 

◇建設業法の許可を受けた建設業者に限る 

※本内容は、市公式ホームページでもご覧になれま 

 す。トップページ｢くらし・手続き｣から｢ごみ・リ 

 サイクル・環境｣と進んでください 

◆｢土砂等埋立て審査会｣ 

◇申請書提出期限 毎月15日、午後５時15分まで 

※15日が閉庁日の場合は、14日以前の開庁日 

◇審査会開催日 申請月の翌月15日以降 
 
問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

『市民卓球大会』参加者募集  
 
◆日時 2月23日(日) 受付 午前8時30分～  

           開会 午前9時 
 
◆場所 千代川中学校 体育館[鎌庭2777] 
 

◆種目 ダブルス(男子ダブルス・女子ダブルス) 

※男女混合の場合は、男子ダブルスの部に出場 
 
◆参加資格 

 小学生以上で次の項目のいずれかに該当する方 

①市内に在住・在勤または在学の方 

②市内の卓球クラブに加入されている方 

③市内の中学校または高校を卒業した方 

④大会本部が出場を認める方 

※ペアの内１人でも上記の条件を満たしていれば参加

可能 
 
◆試合方法 予選リーグ後、決勝トーナメント 
 
◆参加費 1ペア2,000円(中学生以下は1ペア600円) 

※当日徴収します 
 
◆申込先 

 〒304-8555[鬼怒230番地] 

 下妻市教育委員会 生涯学習課(千代川庁舎2階) 

 45-8997   43-3519 
 
◆申込方法  

 所定の申込書(男女別用紙)に記入の上、FAXまたは 

 郵送してください。 

※申込書は、市役所生涯学習課にあります 
 
◆申込締切 2月14日(金)まで ※必着 
 
◆その他 試合当日のペアの変更は、理由にかかわらず 

                 一切受け付けません。ご了承ください。 
 

問  下妻市卓球協会  

   090-1503-6390(桜井)   54-4338 

停電事故防止にご協力を 
 

近年、送電線に農事用ビニールなどが付着する事故

が多発しています。風のある日は、農事用ビニールの

状態を点検するなど、舞い上がり防止にご協力をお願 

いします。 

 農事用ビニールなどが舞い上がり、送電線に付着し

てしまった場合は、東京電力パワーグリッド株式会社 

カスタマーセンターへご連絡ください。 
 

問 東京電力パワーグリッド株式会社 カスタマーセ 

   ンター 

   0120-995-007   029-254-5094    

市高齢者家族介護支援事業 

『家族介護教室』参加者募集 
 

高齢者と介護者の方がいつまでも仲良く心安らかに

生活していくために、次のとおり家族介護教室を開催

します。介護についてひとりで悩まず、同じ思いを抱

えた介護者同士で交流しませんか。参加費は無料で

す。ぜひお気軽にご参加ください。 

 
【ルーエしもつま】 
◆日時 １月26日(日)午前10時～正午 

                 (受付  午前9時30分～) 

◆場所 介護老人保健施設 ルーエしもつま 

 [江1832番地] 

◆対象 高齢者を介護されているご家族または介護に 

            関心のある方 

◆募集定員  25人 

◆内容 ◇歯科医および療法士による病気・介護予防 

               の講話、リハビリ体操、福祉用具紹介 

    ◇介護相談など 

◆参加費 無料 

◆申込方法 ｢ルーエしもつま｣に電話または直接窓口

でお申し込みください。 

※定員になり次第締め切り 
 

申 ルーエしもつま 44-8000 

問 市介護保険課 43-8338   30-0011 

 

【千代川さくら館】 

◆日時 ２月12日(水)午前11時～正午 

                 (受付  午前10時～) 

◆場所 特別養護老人ホーム 千代川さくら館 

  [五箇574番地] 

◆対象 高齢者を介護しているご家族または介護に関   

            心のある方 

◆募集定員 10人 

◆内容 ◇講話｢高齢者とお薬のアレコレ｣ 

    ◇介護相談など 

◆参加費 無料 

◆申込方法 ｢千代川さくら館｣に電話または直接窓口  

      でお申し込みください。 

※定員になり次第締め切り 
 

申 千代川さくら館 30-1511   45-0023 

問 市介護保険課 43-8338   30-0011 

『リラックスヨガ教室』参加者募集 
 

寒くなり体が凝り固まっていませんか。気持ちよく

体を伸ばすストレッチを中心に、心と体の凝りをほぐ

します。初心者から楽しむことができます。ぜひご参

加ください。 

 

◆日時 令和２年２月22日(土) 

    午前10時30分～11時45分 

◆場所 やすらぎの里しもつま 

    ふるさと交流館｢リフレこかい｣多目的ホール 

◆受講対象 市内在住、在勤の方 

◆募集人数 先着20人 

◆参加費 300円(保険料含む) 

◆持ち物 ヨガマット(お持ちの方※無くても可)、タ 

               オル、飲み物、ひざかけ(お休みのポーズの 

     時掛ける)、羽織もの、靴下(ホールが寒い 

     時のため)など 

◆申込方法 電話または｢リフレこかい｣へご来館の 

                   上、お申し込みください。 

 

問 申 ふるさと交流館｢リフレこかい｣ 

       30-0070   30-0070 (休館日水曜) 

広報しもつま 

『わがやのにんきものコーナー』 

掲載希望者募集 
  
◆対象年齢 市内在住の１～３歳のお子さま 
 
◆掲載内容 写真およびメッセージ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 申 市秘書課 43-2112   43-1960 

公益社団法人茨城県獣医師会 

｢市民公開講座｣開催 
 
◆日時 2 月 2 日(日)午後 2 時～ 5 時 

◆会場 つくば国際会議場 １階 大会議室 101 

    [つくば市竹園 2-20-3] 

◆内容 テーマ｢間違えやすいペットのデンタルケア｣ 

◆講師 とだ動物病院(東京都開業)院長 

戸田 功 先生 

◆参加料 無料 

◆定員 先着 150 人 

◆申込方法 電話またはメールでお申し込みくださ 

                   い。 
 

問 申 公益社団法人 茨城県獣医師会 
 029-241-6242 

  44-7833(市生活環境課)  

   ibajyuu@k8.dion.ne.jp 



特定最低賃金名 時間額 効力発生日 
鉄鋼業 943円 

令和元年12月31日 

はん用機械器具、生産用機械

器具、業務用機械器具製造業 
905円 

計量器・測定器・分析機器・

試験機・理化学機械器具、医

療用機械器具・医療用品、光

学機械器具・レンズ、電子部

品・デバイス・電子回路、電

気機械器具、情報通信機械器

具、時計・同部分品製造業 

901円 

各種商品小売業 871円 

茨城県特定最低賃金が改正されました 
 
特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される

特定最低賃金が、次のとおり改正決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

労使双方が合意した上で特定最低賃金額未満の賃金で労働

契約を結んだ場合でも、その賃金は無効とされ、特定最低

賃金が適用されます。 

 

次の(1)～(3)に掲げる者などは特定最低賃金の適用が除外

され、茨城県最低賃金(時間額849円)が適用されます。 

(1)18歳未満または65歳以上の者 

(2)雇入れ後6カ月未満の者であって、技能習得中の者 

(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者 
 

問 茨城労働局賃金室  

       029-224-6216   029-224-6273 

 筑西労働基準監督署 22-4564   22-4580 

就職すると決めた｢あなた｣を応援します 
 

いばらき県西若者サポートステーション(通称サポステ)

は、課題克服のためのさまざまなセミナー、面接練習、履

歴書の添削など、就職決定のお手伝いをしています。就職

についての悩みや不安を話してみませんか。まずはお気軽

に、出張相談会にご参加ください。ビデオ通話相談も行っ

ています。 ※就職先の斡旋はしていません 

 

◆日時 2月６日、20日、3月５日、19日 

全日 木曜日、午前10時～午後0時30分 

◆場所 ハローワーク下妻内 サポステ専用ブース 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポートステーション所属 

     相談員 

◆対象者 就職で悩んでいる15～39歳の若者、その保護 

     者または関係者 

◆申込方法 前日までにサポステに電話またはメールで 

       予約 
 

問 申 いばらき県西若者サポートステーション 

 54-6012   54-6013 

   開所時間 火～土曜日、午前9時30分～午後 

                   5時30分(祝日を除く) 

  hola@iw-saposute.org 

期間 
申請する事業の実

施期間 
審査会 申請締切日 

第１期 
４月１日～ 

令和３年３月31日 
３月中 ２月28日(金) 

第２期 
９月１日～ 

令和３年３月31日 
８月中 ７月31日(金) 

第３期 
令和３年１月１日

～３月31日 
12月中 11月30日(月) 

地域の絆づくり応援隊 

地域福祉助成事業の申請受け付けています 
 

皆さまから寄せられた赤い羽根共同募金を財源に、住

民参加による住みよいまちづくり活動の支援と、赤い羽

根共同募金の有効活用、透明性の確保を目的に地域福祉

助成事業を実施しています。 
 
◆対象団体 

 地域福祉の推進、住みよいまちづくりを目的に活動を 

 行う非営利団体(ボランティア団体、自治会、ＮＰＯ 

 法人、当事者団体など) 

◆助成金額 

 １団体につき総事業費の80％以内かつ20万円(１年 

   度内)を限度とします。 

※活動を行うために新たに組織された団体の初回申請分 

 の自己資金は不要です 

◆申請時期 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆令和元年度助成した団体と事業名の一例(昨年は13団 

 体に助成しました) 

①下宮地区自主防災会(非常時の電源確保事業) 

②松岡囃子会(お囃子を子どもたちに伝え地域を元気に 

 する事業) 

③鎌庭花見大会実行委員会(鎌庭花見大会) 

④下妻市菊花会(下妻市菊花会会員ユニホーム購入事業) 

⑤青少年を育てる市民の会高道祖支部(どんど焼き事業) 

⑥宗健クラブ(環境美化推進事業) 

◎申請は所定の様式で受け付けています。まずはご相談 

 ください。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

     44-0142   44-0559    

道路の舗装復旧工事にご協力を 
 

市内において、道路の舗装復旧工事を実施します。

工事期間中は、全面通行止め(夜間開放)などの交通規

制を行います。ご理解ご協力をお願いします。 

 

◆工事期間 ２月上旬～２月下旬 

 

◆工事内容 舗装復旧工事 

 

◆工事場所 次の図のとおり 

◇原地内 

 
◇小野子～田町地内  

 
問 市上下水道課  44-5311   44-5312 

 

事由 必要なもの 

販売店か

ら購入 

◇所有者の印鑑 
◇販売証明書 
◇届出人の身分証明書 

人から譲

り受けた 

【廃車している場合】 
◇所有者の印鑑 
◇譲渡証明書(譲渡人の押印がされているもの) 
◇廃車証明書 
◇届出人の身分証明書 
【廃車していない場合】 
◇新・旧所有者の印鑑 
◇譲渡証明書(譲渡人の押印がされているもの) 
◇ナンバープレート(標識) 
◇標識交付証明書 
◇届出人の身分証明書 

小型特殊自動車を所有している方へ 

ナンバー登録はお済ですか 
 
 トラクターやコンバインなどの農耕作業用などの小型

特殊自動車は道路を走行しない車両でも所有していれ

ば、軽自動車税の課税対象となっています。そのため、 

申告および納税をする義務があります。 

新しく取得または、現在お持ちの農耕作業用などの小

型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものが

ありましたら、市役所税務課(本庁舎１階)またはくらし

の窓口課(千代川庁舎１階)で申請し、交付を受けてくだ 

さい。 
 

◆小型特殊自動車とは 

◇農耕作業用の小型特殊自動車(乗用装置を有し、最高速 

 度が時速35㎞未満のもの)  

 コンバイン、田植え機、スピードスプレイヤー、トラ 

 クター、草刈機、運搬車(農耕用)、フォークリフト(運 

 搬用)など  

◇その他の特殊自動車 

 フォークリフト(工場用)、ショベルローダー、ホイル 

 ローダー、運搬車(工場用)など 

◆申請に必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市税務課 43-2294   44-9411 

廃車手続きはお済みですか～軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます～ 
 
 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に課税

されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の軽自動車税は課税になります。(月割課税はありませ

ん)次のとおり、廃車手続きがされているか、もう一度確認しましょう。 

問 市税務課 43-2111   44-9411 

◆廃車手続き先 

<下妻ナンバー> 

原動機付自転車(125㏄以下のバイク)・小型特殊自動車(農耕作業車など) 

◇市役所税務課 43-2111   44-9411 

<つくばナンバー・土浦ナンバー> 

軽自動車(二輪126～250㏄以下のバイク)・二輪の小型自動車(251㏄以

上のバイク) 

◇茨城運輸支局(土浦自動車検査登録事務所) 050-5540-2018 

<つくばナンバー・土浦ナンバー> 

軽自動車(三輪、四輪) 

◇軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 050-3816-3106 

◇車両を廃棄処分しただけでは登録は 

 抹消されません。廃車手続きをして 

 ください。 

◇譲渡した場合も名義変更の手続きが 

 必要です。(手続き漏れの場合、前所 

 有者に課税されます。) 

◇買い替えの際、下取りに出す場合は 

 販売店などにご確認ください。 

◇盗難にあった場合は警察への盗難届 

 のほかに、廃車手続きが必要です。 
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